
第４００回鳥取海区漁業調整委員会議事録 

 

１ 日時 令和６年７月９日（火）午前１１時から午前１１時３５分まで 

２ 場所 倉吉シティホテル ３Ｆ マーガレット 

３ 出席者 委員 ：板倉委員、佐々木委員、山根委員、朝日田委員、灘本委員、井本委員、 

近廻委員、永田委員（寺田委員、浜尾委員欠席） 

      鳥取県：水産振興局 鈴木局長 

          鳥取県境港水産事務所 宮邉補佐 

   事務局：氏事務局長（県漁業調整課長併任） 

       清家次長（県漁業調整課課長補佐併任） 

       太田書記（県漁業調整課課長補佐併任） 

       本田書記（県漁業調整課係長併任） 

       有田書記（県漁業調整課主事併任） 

４ 傍聴者 ０名  

５ 議事 

（１）鳥取県漁業調整規則の一部改正について（諮問） 

（２）その他 

・全国海区漁業調整委員会連合会総会について（報告） 

 

＜議事経過及び結果について＞ 

 事務局長による開会の宣言、会長による挨拶の後、会長が議事録署名人として、井本委員及び

朝日田委員を指名した。 

 

議事１ 鳥取県漁業調整規則の一部改正について（諮問） 

   

〔改正に異議ない旨決議された。〕 

 

  鈴木局長による諮問文読み上げの後、本田係長が資料１に沿って説明した。 

 

〔板倉会長〕 

 はい。皆さんの方で何か御質問等がありましたら。いいでしょうか。 

 

〔佐々木委員〕 

 これ結局、ＡＩＳ付けとる船も対象。 

 

〔本田係長〕 

 法律や規則に基づいて命令を受けて、ＡＩＳをつけている人は対象になります。ですけど、今

皆さんがＡＩＳをつけていただいているのは、船舶の安全航行のために、他の船とぶつからない



ように、自分の位置を発信して、他船に位置をお知らせしてもらうためにＡＩＳをつけていただ

いていると思うので、それについては、今設置がほとんど小さな船はまだ義務化になっていない

ので、ご自身の判断でスイッチ入れたり、切ったりもできますしという状況です。 

もし、場合によっては、この漁業については非常に違反操業、区域違反が多いというものにな

ったときには、この法律や規則に基づいて、県知事の方が、つけなさい、それで常時作動させな

さいという命令ができますので、それをした場合については、ちゃんと、つけたからには通信妨

害とかもせずに、きちんと発信できるようにしなさいよという対象になります。なので、皆さん

が今つけているＡＩＳは対象外ということでよろしくお願いします。 

 

〔板倉会長〕 

 底びき船がＶＭＳを付けさせられていて、検査なんかで電源が切れてると電話がかかってきま

す。船主の方にスイッチ入れるように連絡してくださいと。 

 

〔灘本委員〕 

 忍者のようなことはできませんね。 

 

〔板倉会長〕 

 そうです。違反操業はできんみたいです。岸壁につける時間もきちんと報告して、カニの初航

海なんかは特にそれで時間オーバーだなんだ言ってきてやられたこともあります。 

 

〔本田係長〕 

 補足で、今、板倉会長から、底びきにつけてますっていうお話だったんですけど、水産庁の方

に、これ法律自体は令和２年に、この措置命令がついて、今回それをさらに通信妨害っていう話

なんですけど、令和２年に措置されてから、常時作動させているのにやっぱり通信が確認できな

い事例っていうのが若干あったようで、今回の改正になったと。具体的にどういう風な措置をさ

れているのかっていうのは、違反操業を周知することに繋がるのでちょっとお知らせはできない

けれども、通信妨害をする事例がちょっと最近あったということで聞いております。 

 

〔板倉会長〕 

 よろしいでしょうか。 

それでは、議題１の諮問については異議なしということでよろしいでしょうか。 

 

〔一同〕 

 はい。 

 

〔板倉会長〕 

 はい。どうもありがとうございます。それでは、原案に異議なしということでよろしいという



ことでお願いします。 

   

議事２ 全国海区漁業調整委員会連合会総会について（報告） 

 

  有田書記が資料２に沿って報告した。 

 

〔板倉会長〕 

 どうもありがとうございました。皆さんの方で何か御質問等ありましたら。 

いいでしょうか。 

 

〔本田係長〕 

 今回、令和６年度の要望というものが総会の方で決まりまして、また１０月ごろに日本海ブロ

ックの会議があってそこに各海区からの要望事項というものを拳げることになりますので、あと

１０月の海区のときには、昨年挙げた要望に対して、さらに何か付け加えるものがあるかとか新

しいものがあるかというところとかも含めて、また皆さんの方で、御意見の方、御検討いただけ

たらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

〔板倉会長〕 

 その他ありませんか。 

ないようでしたら、進行を事務局に返したいと思います。 

 

〔氏事務局長〕 

 板倉会長ありがとうございました。そうしますと、次回の開催は１０月。 

 

〔本田係長〕 

 １０月かその少し前か。 

 

〔氏事務局長〕 

刑法の諮問もありますので、またそのころに、開会させていただこうと思います。 

皆さんの方で特に意見とかはありませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

では、以上をもちまして、委員会の方は終了したいと思います。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 この議事録の真実を記するため、議長及び議事録署名人をして署名押印させる。 

 

 令和６年７月９日 

         

 

               議長会長   

    

     

               署名委員   

     

     

               署名委員   


